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参考資料４ 

特殊教育の改善・充実について（第二次報告） 

 平成９年９月１９日 

 特殊教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議 

はじめに 

我が国における障害者施策は，完全参加と平等をテーマとした「国際障害者年」

（昭和 56 年）と，これに続く「国連・障害者の十年」（昭和 58 年～平成４年）

において，障害者対策に関する長期計画の策定や各種施策の推進により，教育，

医療，福祉，労働等の各分野において着実な進展がみられた。その後も「アジア

太平洋障害者の十年」（平成５年～14 年）という国際的な動向の中で，「障害者

基本法」（平成５年）が制定されるとともに，「障害者対策に関する新長期計画」

（平成５年度～14 年度）やその重点実施計画である「障害者プラン～ノーマライ

ゼーション７か年戦略～」（平成８年度～14年度）が策定され，政府全体として，

総合的・計画的な取組が進められている。 

また，平成８年７月の中央教育審議会第一次答申においては，子供にゆとりの

中で［生きる力］をはぐくむことを基本とし，特殊教育を含む教育全般について

の見直しが提言された。これを受けて，現在，教育課程審議会においては，完全

学校週５日制の下で，各学校がゆとりのある教育活動を展開し，一人一人の幼児

児童生徒に［生きる力］を育成することを目指した教育内容の在り方について，

幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び養護学校を通じた検討

が行われている。 

さらに，教育職員養成審議会からは，平成９年７月に「新たな時代に向けた教

員養成の改善方策について」第一次答申が出され，これからの時代に教員に求め

られる資質能力とそのための教員養成課程のカリキュラムの改善や免許制度の弾

力化等について提言がなされた。 

本協力者会議では，平成８年９月に設置されて以来，これらの動向を踏まえつ

つ，特殊教育の改善・充実について検討を行い，平成９年１月の第一次報告では，

早急な対応が求められていた盲学校，聾学校及び養護学校（以下「盲・聾・養護

学校」という。）の高等部の拡充整備と訪問教育の実施，交流教育の充実及び早

期からの教育相談の充実について取りまとめた。 

本協力者会議は，その後，教育課程審議会及び教育職員養成審議会の審議の状

況を踏まえながら，盲・聾・養護学校等の教育課程の改善及び教職員の資質向上

の在り方についての検討を重ねてきたが，今回，その検討の結果を第二次報告と

して取りまとめたので，ここに報告する。 
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Ｉ 盲・聾・養護学校等の教育課程の改善 

１ 教育課程の基準の改善と状況の変化  

（１）前回の学習指導要領等の改訂  

平成元年の盲・聾・養護学校の学習指導要領の改訂においては，(1)幼稚園，小

学校，中学校及び高等学校（以下「小・中学校等」という。）の教育課程の基準

の改善に準じた改善を行うこと，(2)幼稚部から高等部まで調和と統一のある教育

を進めるとともに早期教育の充実を図るため，新たに「盲・聾・養護学校幼稚部

教育要領」を制定すること，(3)昭和 54 年の養護学校教育の義務制実施後 10 年を

経て障害の重度・重複化，多様化が進んでいる状況に対応し，児童生徒の障害の

種類や程度に応じた教育の一層の充実を図ること，(4)障害のある生徒の社会参

加・自立の推進を図る観点から，高等部における職業教育の充実を図ることを基

本方針として改訂が行われた。  

現在，各学校においては，障害の状態等に応じた多様な教育課程の編成，個別

指導や小グループによる指導などの学習集団の工夫，教材・教具の開発と活用な

ど，幼児児童生徒の実態に即した教育が行われているところであるが，時代の進

展とともに特殊教育を取り巻く諸状況も大きく変化しており，今日，これらの変

化に対応した教育課程の改善が更に求められているところである。  

（２）特殊教育をめぐる諸状況の変化  

(1) 障害の重度・重複化，多様化  

盲・聾・養護学校においては，移動，食事，排泄，衣服の着脱等に際して全

面的に介助が必要となるなど，障害の重い者の割合が増加しているほか，二つ

以上の障害を併せ有する者の割合が増加している。盲・聾・養護学校の小学部

及び中学部における重複障害学級在籍者の割合は，平成元年度の 38.0％から，

平成８年度には 44.1％にまで増加しており，特に，肢体不自由養護学校では，

59.7％から 71.2％と急増している。また，重複している障害の状態についても，

視覚障害，知的障害及び肢体不自由など，三つ以上の様々な障害を併せ有する

者がみられるようになってきている。  

さらに，平成５年度からの通級による指導の実施，近年における養護学校の

拡充整備，平成９年度からの高等部の試行的な訪問教育の実施などにより，特

殊教育の対象者の障害の状態は，多様化してきている。  

こうしたことから，特殊教育の対象となる幼児児童生徒の障害の重度・重複

化，多様化の傾向は，今後，更に拡大するものと予測される。  
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(2) 高等部への進学率の増加 

中学部から高等部へ進学する者の割合は，盲学校及び聾学校では従来から

90％以上となっている。養護学校については，平成２年３月卒業者の 64.6％か

ら，平成８年３月卒業者では 78.0％まで増加している。  

また，中学校特殊学級から高等部へ進学する者についても，平成２年３月卒

業者の 39.7％から，平成８年３月卒業者では 53.2％まで増加している。  

今後，中学部や中学校特殊学級から高等部へ進学する者の割合は，高等部の

整備の進展等に伴い，更に増加していくものと予測される。  

(3) 早期からの教育的対応  

本協力者会議第一次報告でも述べたとおり，近年においては医学の進歩等に

より，特殊教育の対象となる乳幼児の障害の早期発見が可能となってきている

ことから，できる限り早期から教育的な手だてを講じていくことは，その後の

障害の改善を図る上で大きな成果を期待できるものとなっており，０歳からの

教育相談や幼稚部教育に対する二ーズが高まってきている。 

(4) 卒業後の進路の変化  

高等部（本科）卒業後の進路については，学校種別によって異なっているが，

近年の特徴として，養護学校高等部卒業者のうち社会福祉施設・医療機関へ入

所する者の割合が増加する一方，全般的な雇用環境が厳しくなる中で企業等へ

就職する者の割合が低下する傾向にある。特に，盲・聾・養護学校全体の就職

者の割合は，平成２年３月の卒業者では 35.7％であったが，平成８年３月の卒

業者では 29.9％にまで低下している。  

また，障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され，知的障害者を算定基

礎に加えた法定雇用率が設定されるなど，雇用関係施策も進められてきている。  

(5) 交流教育の重視 

盲・聾・養護学校等の幼児児童生徒と小・中学校等の幼児児童生徒や地域社

会の人々との交流については，学校行事を中心とした活動が進められてきてい

る。このような交流教育については，本協力者会議第一次報告で述べたとおり，

障害のある幼児児童生徒のみならず，すべての幼児児童生徒や教員，地域社会

の人々にとって非常に有意義な活動であり，地域や学校の実態に応じて，多様

で継続的な交流の一層の推進が求められている。  
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このように，特殊教育をめぐっては様々な変化がみられ，幼児児童生徒の保

護者をはじめとした関係者からは，これまで以上に一人一人の実態を考慮した

きめ細かな教育の充実が求められている。  

 

２ 教育課程の改善の基本的な考え方 

近年，障害のある者が障害のない者と同等に生活し，活動する社会を目指すノーマ

ライゼーションの理念が広く認識され，障害者が社会参加できるような社会づくりは，

今後一層進展するものと予測される。このような中で，障害のある幼児児童生徒の能

力や可能性を最大限に伸ばし，社会参加・自立の基盤となる［生きる力］を培うこと

がますます重要となっている。  

このため，盲・聾・養護学校，小学校及び中学校の特殊学級又は通級による指導に

おいては，一人一人の障害の種類や程度等に応じて，様々な工夫と配慮のもとに，手

厚く，きめ細かな教育を行う努力が重ねられてきているが，今後，こうした特殊教育

の果たす役割はますます重要になるものと考える。  

また，盲・聾・養護学校等における個に応じた指導の実践などの種々の取組は，他

の学校の教育を充実する上で十分に生かされるものである。  

今回の盲・聾・養護学校等の教育課程の改善に当たっては，前述の特殊教育の重要

性を十分踏まえ，国際化，情報化等の進展，社会の価値観の多様化，障害者を取り巻

く環境の変化等に対応し，より一層幼児児童生徒一人一人の実態に即した教育を推進

する観点から，教育課程の改善・充実を図ることが必要である。具体的な改善の視点

としては，次のようなことが考えられる。  

(1) 幼稚園，小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善に準じた改善  

盲・聾・養護学校の教育課程の基準の改善に当たっては，幼稚園，小学校，中

学校及び高等学校の教育課程の基準の改善の趣旨を踏まえ，基本的には，これら

の改善に準じた改善を図る必要がある。その際，今後の完全学校週５日制の下で，

各学校がゆとりある教育活動を展開し，一人一人の幼児児童生徒に［生きる力］

を育成することができるように配慮することが特に重要である。  

(2) 障害の重度・重複化，多様化への対応  

幼児児童生徒の障害の重度・重複化，多様化に適切に対応するため，養護・訓

練，知的障害養護学校の各教科，重複障害者等に関する特例等についての改善・

充実を図るとともに，個別の指導計画を作成するなど，個に応じた指導の一層の
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充実を図る必要がある。さらに，生徒の卒業後の社会生活を充実する観点から，

体験的な活動を一層重視する必要がある。  

(3) 早期からの適切な教育的対応  

本協力者会議の第一次報告でも述べたとおり，障害のある子供に対しては，早

期からの適切な教育的対応を図ることが有効であり，０歳からの教育相談及び幼

稚部の教育内容・方法等の改善・充実を図る必要がある。  

(4) 職業的な自立の推進  

高等部卒業後の企業等への就職率が低くなってきている状況を踏まえ，職業観

や勤労観を育成し職業的な自立を一層推進する観点から，学科の編成，教育内容・

方法等の改善・充実を図る必要がある。  

(5) 軽度の障害のある児童生徒への対応  

特殊学級や通級による指導の対象となる児童生徒に対し，その実態に応じた適

切な教育を進めるため，指導内容・方法等の改善・充実を図る必要がある。  

 

３ 盲・聾・養護学校の教育の改善  

（１）教育課程の編成と授業時数  

盲・聾・養護学校には，幼稚部，小学部，中学部及び高等部が設置されており，

それぞれ，幼稚園，小学校，中学校及び高等学校に準ずる教育を行うとともに，

障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養

うことを目標とした教育が行われている。  

このため，これらの学校の教育課程は，幼稚園に準じた領域（健康，人間関係，

環境，言葉，表現），小学校，中学校及び高等学校に準じた各教科，道徳，特別

活動に加えて，障害の状態の改善・克服をねらいとした特別の領域である「養護・

訓練」で編成されている。また，知的障害養護学校の各教科については，対象と

する児童生徒の精神発達の遅れから，小学校，中学校及び高等学校の各教科の目

標・内容の学習が困難であるため，その障害の学習上の特性も考慮した独自の目

標・内容が示されている。  
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(1) 教育課程の枠組み  

盲・聾・養護学校の教育課程の基準の改善に当たっては，従来と同様，基本

的には，小・中学校等の教育課程の基準の改善に準じた改善を行うことが適当

であると考える。  

ただし，前述のとおり，盲・聾・養護学校では小・中学校等に準じた教育と

障害の状態の改善・克服を図るための教育とを，限られた授業時数の中で，個々

の実態に応じて適切かつ効果的に展開していかなければならない。  

このため，例えば，中学部における選択教科や総合的な学習の時間（仮称）

については，生徒の障害の状態等によっては，養護・訓練に充てることができ

るようにするなど，児童生徒及び地域や学校の実態に応じた弾力的な取扱いが

できるようにする必要がある。  

また，中学部及び高等部におけるクラブ活動の取扱いについては，生徒の実

態や通学の状況等から，部活動の実施が困難な場合も見受けられることから，

現在実施されているクラブ活動の意義や教育効果等を十分踏まえて検討する必

要がある。  

(2) 授業時数等  

小学校及び中学校では，各学年ごとに年間総授業時数並びに各教科等に充て

る年間授業時数が定められている。盲・聾・養護学校の小学部及び中学部にお

いては，各学年ごとの年間総授業時数は小学校及び中学校に準じることとし，

その中で各教科等に充てる授業時数を適切に定めることとされている。また，

幼稚部の教育時間や年間教育週数，高等部の週当たり授業時数（知的障害養護

学校においては，各学年の総授業時数）や年間授業週数は，それぞれ幼稚園及

び高等学校と同様であるほか，小学部，中学部及び高等部の１単位時間につい

ても，それぞれ小学校（45 分），中学校（50 分）及び高等学校（50 分）と同様

である。  

このような，各教科等の授業時数や年間授業週数，１単位時間の運用につい

ては，幼児児童生徒の障害の状態，興味・関心，将来の進路希望などを十分考

慮し，より効果的な教育を行うことができるよう，その弾力的な取扱いを一層

推進する必要がある。  

また，現行，小学部及び中学部においては，重複障害又は療養中の児童生徒

の教育を行う場合若しくは訪問教育を行う場合について，特に必要がある場合

には，その実情に応じた授業時数を適切に定めることができることとされてい

る。高等部においても，生徒の障害が重度・重複化の傾向にあることから，訪
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問教育の試行的実施の状況を踏まえつつ，単位制との関連を考慮しながら授業

時数の弾力化を図ることについて検討する必要がある。  

（２）教科・科目等の編成と内容  

(1) 幼稚部の教育  

ア 教育相談の位置づけ  

本協力者会議第一次報告では，障害のある子供に対し，できる限り早い時

期から教育的な手だてを講じていくことにより，その後の障害の状態の改

善・克服に大きな効果がみられることから，幼稚部の整備や教育相談の一層

の充実，盲・聾・養護学校が地域での教育相談センター的な役割を果たすこ

となどについて提言したところである。これを受け，平成９年度から，教育，

医療，福祉関係機関が一体となった教育相談体制についての研究を行う「早

期教育相談等の在り方に関する実践研究」が進められている。  

今後，盲・聾・養護学校における教育相談をはじめとした早期からの教育

的対応を一層充実させるためには，０歳からの教育相談に関する事項を幼稚

部教育要領に明記し，教育相談及び幼稚部教育を充実する必要がある。また，

教育相談に関し，小学部，中学部及び高等部の学習指導要領にも明記するな

ど，その充実を図ることについて検討する必要がある。  

イ 教育課程の改善  

（ｱ） 盲学校，聾学校，肢体不自由養護学校及び病弱養護学校においては，

幼稚園に準じた領域である健康，人間関係，環境，言葉，表現のねらい

や内容等については，幼稚園教育要領の改善に準じて改善を図ることが

適当であると考える。  

また，知的障害養護学校においては，小学部，中学部及び高等部では

児童生徒の障害の状態等に応じた独自の各教科の目標・内容が定められ

ていることや，幼稚部に在学する幼児の発達段階等を踏まえ，健康，人

間関係，環境，言葉，表現の各領域の内容等について検討する必要があ

る。  

（ｲ） 現行の幼稚部における養護・訓練のねらいや内容等については，幼

稚部の他の領域の示し方に合わせて，小学部，中学部及び高等部とは異

った示し方となっているが，小学部，中学部及び高等部との一貫性や他

の領域との関連を踏まえてその示し方を検討する必要がある。 
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（ｳ） 幼児の障害の種類や程度，発達段階等に応じた指導を一層進める観

点から，幼稚部教育要領に，重複障害の幼児への配慮事項を明記するこ

とや，現行，学校種別ごとにそれぞれ１項目ずつ示されている指導計画

作成上の留意事項を更にきめ細かく示すことなどについて検討する必要

がある。  

(2) 小学部，中学部及び高等部の各教科等  

ア 盲学校，聾学校，肢体不自由養護学校及び病弱養護学校 

現行の盲学校，聾学校，肢体不自由養護学校及び病弱養護学校の各教科の

構成及び目標・内容等については，小・中学校等に準ずるほか，高等部にお

いては障害の特性に応じた職業に関する教科・科目が設けられており，また，

各教科の指導上の配慮事項が示されている。各教科の目標・内容等の改善に

当たっては，小・中学校等における改善に準じた改善を行うほか，次の点に

ついて検討する必要がある。  

（ｱ） 小学部及び中学部  

児童生徒の障害の状態の多様化などに応じたよりきめ細かな指導を進め

ることができるよう，現行，学校種別に３から６項目が示されている各教

科の指導上の配慮事項を更にきめ細かく示すことについて検討する必要が

ある。  

（ｲ） 高等部  

ａ 高等部においても，小学部及び中学部と同様に，各教科の指導上の配

慮事項を更にきめ細かく示すことについて検討する必要がある。  

ｂ 高等部においては，職業的な自立を目指し，その障害の特性等に応じ

た様々な職業教育が行われているが，近年の社会の変化や雇用環境の変

化，生徒の障害の重度・重複化，多様化などにより，高等部卒業後，企

業等へ就職する者の割合が低くなってきている。このような状況に対し，

社会や企業等においては，障害者への理解を深め，障害者の雇用の促進

に努めることが求められる。また，障害のある生徒についても，積極的

に社会参加・自立を目指すとともに，望ましい職業観や勤労観を身に付

けることができるようにすることが重要である。これらの点を踏まえて，

職業的な自立を一層推進する観点から，進路指導との関連を考慮しつつ

学科の構成や教科・科目等の改善を図る必要がある。  
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（ａ） 職業的な自立を図る上で極めて有効な国家資格等を取得するた

め，盲学校においては保健理療科（あん摩マッサージ指圧師の養成），

理療科（あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師の養成），理学

療法科（理学療法士の養成）が設けられ，また，聾学校においては理

容科・美容科（理容師・美容師の養成），歯科技工科（歯科技工士の

養成）が設けられている。  

これらの資格取得に当たっては，関係法令により当該学科において

修得すべき科目及びその授業時数等が定められているが，今後の完全

学校週５日制の実施に伴い全体の授業時数が縮減された場合，資格取

得に必要となる授業時数の確保についての問題が生じてくる。また，

生徒の能力・適性，興味・関心等の多様化に対応するためには，選択

科目を拡大するなど，各学校において特色ある教育課程を編成するこ

とができるようにすることが重要である。このため，文部省において

は，関係省庁とも協議し，職業資格の取得要件となっている科目の内

容や授業時数等について検討する必要がある。  

（ｂ） 盲学校，聾学校，肢体不自由養護学校及び病弱養護学校におい

ては，社会の国際化，情報化，科学技術の進歩や，高等部に在学する

生徒の障害の状態や進路希望の多様化等に対応するため，情報に関す

る教科・科目の導入や既存の教科・科目の見直しを行う必要がある。

また，新たな学科の設置や既存の学科の改編についても併せて検討を

行う必要がある。  

さらに，普通科に在学する生徒について，早い時期から，職業観や

勤労観を育成していくことは，将来の社会参加・自立を進める上で重

要であることから，生徒の実態等に応じ，職業に関する教科・科目の

開設やコース制の導入などについて検討する必要がある。  

（ｃ） 企業等における現場実習は，生徒の職業意識を高め，学校生活

から社会生活への円滑な移行を進める上で重要な役割を果たしている。

このため，職業に関する各教科の指導においては，生徒及び地域や学

校の実態に応じて現場実習の実施に十分配慮するよう学習指導要領に

明記するなど，現場実習の一層の充実を図る必要がある。 

イ 知的障害養護学校 

知的障害養護学校の各教科の構成及び目標・内容等については，精神発達

に遅れのある児童生徒の実態に応じた独自の目標・内容等が示されている。

各教科の目標・内容等の改善に当たっては，次の点について検討する必要が

ある。  
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（ｱ） 児童生徒を取り巻く生活環境が変化してきていることや，知的障害

養護学校高等部における生徒の障害の程度が軽度から重度まで幅広くな

ってきていること，さらには，盲学校等において知的障害を併せ有する

者が増加し，知的障害養護学校の各教科を中心とした教育課程が編成さ

れるようになってきていることなどを踏まえ，小学部，中学部及び高等

部の各教科の内容等について検討する必要がある。  

（ｲ） 国際化の進展に伴い，外国人と触れ合う機会や日常生活の様々な場

面で英語が用いられることが多くなっており，一部の知的障害養護学校

では，高等部において英語の指導が行われるようなってきている。今後，

国際化は一層進展するものと予測され，生徒の日常生活を豊かにし，ま

た，卒業後の社会生活への適応を円滑に進めるためには，知的障害養護

学校高等部の選択教科として新たに「外国語（英語）」を設けることに

ついて検討する必要がある。 

（ｳ） 職業に関する教科については，近年の産業構造や雇用環境の変化，

高等部への進学率の増加等に対応し，盲学校等と同様に，職業的な自立

を一層推進する観点から，次のような改善を図ることについて検討する

必要がある。  

ａ 産業構造の変化等により，高等部卒業後サービス産業に進む者が増

加していることから，サービス産業に関する基礎的・基本的な知識や

技術，事務機器等の操作，実習などを内容とした新たな教科の設置に

ついて検討する必要がある。 

ｂ 前回の学習指導要領の改訂において，職業教育を主とする学科のう

ち標準的な学科として「家政科」，「農業科」及び「工業科」が示さ

れた。現在，高等部のみを置く養護学校を中心として職業教育を主と

する学科が設けられてきているが，標準的な学科のほか，多様な職業

に関する基礎的・基本的な教育を行う学科として「産業科」が，平成

８年度には 26 校に設置されている。このような実態を踏まえ，学習指

導要領に定める標準的な学科として，上記のサービス産業に関する教

科を主とした学科「商業科」（仮称）や「産業科」を新たに示すこと

について検討する必要がある。  

ｃ 高等部における上記の教科や学科の設置に関連し，必修教科となっ

ている「職業」及び「家庭」の内容について見直すとともに，中学部

における「職業・家庭」について，高等部への進学率が増加してきて

いることを踏まえ，高等部における職業に関する教科との関連を考慮

した見直しを図る必要がある。 
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ｄ 現場実習については，盲学校等と同様，生徒及び地域や学校の実態

に応じて現場実習の実施に十分配慮するよう学習指導要領に明記する

など，現場実習の一層の充実を図る必要がある。  

（ｴ） 学習指導要領においては，各教科，道徳，特別活動，養護・訓練の

別に目標・内容等が示されているが，精神発達に遅れのある児童生徒の

場合，領域別，教科別に指導するよりも，生活に即した内容を取り上げ，

実際的な活動を中心とした総合的な学習が適合しやすいことから，各教

科や領域の全部又は一部を合わせた指導を中心とした教育が行われてい

る。このため，各教科等の示し方と実際の指導との関連を明確にするな

ど，学習指導要領における示し方について検討する必要がある。  

(3) 養護・訓練 

盲・聾・養護学校においては，従前は，肢体不自由養護学校の「体育・機能

訓練」や，病弱養護学校の「養護・体育」など，独自の教科が設けられており，

これらの教科の中で，障害の状態を改善・克服するための指導が行われていた。

こうした指導は，一人一人の児童生徒の障害の種類や程度，発達の状態等に応

じて，学校の教育活動全体を通して配慮する必要があり，また，それぞれに必

要とする内容は，個別的，計画的かつ継続的に指導すべきものであることから，

盲・聾・養護学校に共通の特別の指導領域として，昭和 46 年に初めて「養護・

訓練」が設けられた。  

また，平成元年の学習指導要領の改訂においては，幼児児童生徒の障害の多

様化等に対応する観点から，内容の再構成等が行われたところであるが，近年

の盲・聾・養護学校に在学する幼児児童生徒の障害の重度・重複化，多様化が

一層進む中で，いかに養護・訓練の指導を充実させるかが重要な課題となって

いる。本協力者会議としては，次の点について見直しを行う必要があると考え

る。  

ア 目標，名称  

養護・訓練は，幼児児童生徒が自らの障害の状態の改善・克服を目指す主

体的な活動であるが，養護・訓練という名称から他動的な指導とみられ，実

際の指導と異なる印象があるとの指摘がある。また，目標については，養護・

訓練の創設以来同様の示し方となっているが，この間，障害者を取り巻く社

会環境や，幼児児童生徒の実態が大きく変化してきている。こうした点を踏

まえ，一人一人の幼児児童生徒の実態に対応した活動であることや，自立を

目指した主体的な活動であることを一層明確にする観点から，目標及び名称

について検討する必要がある。 
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イ 内容の構成と示し方  

現行の小学部，中学部及び高等部における養護・訓練の内容は，「身体の

健康」，「心理的適応」，「環境の認知」，「運動・動作」及び「意思の伝

達」の五つの視点から 18 項目が示されており，個々の児童生徒の実態に応じ

て，これらの内容の中から必要な事項を選定し，相互に関連づけて指導する

こととされている。 

近年，児童生徒の障害の状態は多様化してきており，今後，こうした多様

化の傾向は一層顕著になるものと予測されることなどから，このような児童

生徒の実態に応じた適切かつ効果的な指導を進めるため，具体的な指導をよ

りイメージしやすくなるよう，内容の構成や示し方について検討する必要が

ある。  

ウ 授業時数 

盲学校，聾学校，肢体不自由養護学校及び病弱養護学校における養護訓練

の授業時数は，現行，年間 105 単位時間を標準とするが，児童生徒の実態に

即した授業時数を配当することとしている。今回の教育課程の基準の改善に

おいても，養護・訓練の授業時数については，これまでと同様の取扱いとす

ることが適当と考えられるが，児童生徒の障害の種類や程度，発達段階等に

応じた弾力的な取扱いを一層推進する必要がある。 

エ 知的障害教育における養護・訓練  

知的障害養護学校においては，その障害の特性に応じた各教科の目標内容

が示されており，精神発達の遅れそのものへの対応は各教科等で行うことと

なる。しかし，知的障害養護学校に在学する幼児児童生徒には，精神発達の

遅れに伴って，言語，感覚・知覚，運動，情緒・行動等の発達上の偏りが多

く見られ，このような発達の偏りへの対応として養護・訓練が位置づけられ

ている。 

また，知的障害養護学校の養護・訓練の指導は，領域・教科を合わせた指

導の形態により行われる場合が多く，個々の児童生徒について，養護・訓練

の目標・内容等が明確にされていない例も見受けられることや，知的障害養

護学校の各教科と養護・訓練との関連が分かりにくいとの指摘もある。 

このため，知的障害養護学校における各教科と養護・訓練の関連を明確に

し，知的障害養護学校における指導はもとより，他の学校における知的障害

を併せ有する者に対するより適切な指導が行われるよう検討する必要がある。  
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オ 個別の指導計画 

幼児児童生徒の障害の種類や程度等は，一人一人異なっていることから，

養護・訓練の指導は，個々の実態に応じた個別の指導計画に沿って行われる

ことが大切である。このため，養護・訓練における個別の指導計画の作成の

必要性を，学習指導要領上，より明確に示すことについて検討する必要があ

る。 

なお，学校によっては，養護・訓練のほか各教科等の指導に関しても，個

別の指導計画を作成したきめ細かな指導が進められており，こうした状況を

も踏まえつつ，個別の指導計画の在り方について検討する必要がある。  

（３）重複障害者等の教育課程  

盲・聾・養護学校の学習指導要領では，児童生徒の障害の状態等に応じた適切

な教育を行うことができるよう，例えば，次のような教育課程編成の特例が定め

られている。 

(1) 知的障害を併せ有する児童生徒については，各教科の目標・内容の全部又

は一部を，知的障害養護学校の各教科の目標・内容の全部又は一部に替える

こと  

(2) 重複障害の児童生徒のうち，学習が著しく困難な者については，各教科，

道徳，特別活動の目標・内容の一部又は各教科に替えて養護・訓練を主とし

た指導を行うこと 

(3) 障害の状態により教科の学習が困難な児童生徒については，各教科の目

標・内容の一部を欠くことができること。また，各教科の目標・内容の全部

又は一部を当該学年の前各学年の目標・内容の全部又は一部に替えることが

できること 

各学校においては，多様な児童生徒の実態に応じて，これらの規定等を適用

した教育課程による指導が行われてきているが，近年，盲・聾・養護学校に在

学する児童生徒の障害の重度・重複化が一層進んでおり，それぞれの児童生徒

の実態に応じたより効果的な指導を行うことができるよう，教育課程編成の在

り方，指導内容・方法等について検討する必要がある。  

ア 教育課程編成の一層の弾力化  

（ｱ） 高等部の教科・科目の学習が困難な場合には，現行，中学部の教科

の目標・内容に代替して教育を行うことができるようになっているが，
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障害の状態が極めて重度であって，中学部の教科の目標・内容に代替し

ても学習が困難な場合には，小学部の教科の目標・内容と代替できるよ

う，代替の範囲を拡大することについて検討する必要がある。  

（ｲ） 小学部又は中学部において，教科の学習が困難な場合には，幼稚部

教育要領に示す内容の中から，必要な事項を取り入れた指導を行うこと

ができるようにすることについて検討する必要がある。  

（ｳ） 現行，肢体不自由養護学校又は病弱養護学校の高等部在学者で，療

養中のため通学して教育を受けることが困難な場合には，各教科・科目

の一部を通信により教育を行うことが認められているが，これら以外で

あっても，障害の進行などにより通学が困難となった場合には，通信に

より教育を行うことができるようにすることについて検討する必要があ

る。  

イ 教育課程編成の明確化 

重複障害者等に対する教育課程の編成については，個々の実態に応じた適

切な教育を行うことができるよう学校教育法施行規則及び盲・聾・養護学校

の学習指導要領で種々の特例が定められている。 

しかし，現行の特例に関する仕組みが分かりにくいとの指摘があることや，

今後一層の障害の重度・重複化に対応していくためには，重複障害者等の教

育課程編成に関する規定を整理し，適切な教育が展開されるようにする必要

がある。  

ウ 指導内容・方法の工夫  

各学校種別を通じて重複障害の児童生徒が増加してきており，併せ有する

障害の種類や程度は実に様々な状況で，三つ以上の障害を併せ有する者もみ

られるようになってきている。重複障害者等については，その実態を的確に

把握し，種々の特例を活用した適切な教育課程を編成するとともに，体験的

な活動を通して効果的な指導を行うことが重要であり，個別の指導計画の作

成を明確にするなど，一人一人の実態に応じた指導内容・方法等について，

更なる工夫と改善を図る必要がある。  

（４）訪問教育に係る教育課程 

本協力者会議は，第一次報告において，障害のある生徒に対し，義務教育段階

に引き続き高等部で教育を行うことは，社会参加・自立のための資質の育成に大

きな意義があることから，高等部の拡充整備及び高等部における訪問教育を実施
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する旨提言した。これを受け，文部省では，平成９年度より現行制度の枠内で高

等部における訪問教育を試行的に実施できる旨を各都道府県教育委員会に通知し，

平成９年４月から，32 都道府県・92 校で 164 人を対象として高等部の訪問教育が

試行的に実施されている。  

また，小学部及び中学部において実施されている訪問教育については，小学部・

中学部学習指導要領に訪問教育に関する特例が示されており，その運用について

は昭和 53 年に示された「訪問教育の概要（試案）」により行われている。 

今回の教育課程の基準の改善においては，現在の高等部における試行的実施の

状況や小学部及び中学部でのこれまでの実施の状況等を踏まえ，高等部における

訪問教育について高等部学習指導要領に明確に位置づけるとともに，小学部，中

学部及び高等部の関連を図った訪問教育の実施方法等について，検討する必要が

ある。 

（５）情報化の進展への対応 

近年の情報化の急速な進展に伴い，各学校においてもコンピュータ等の情報機

器の整備が進められ，平成８年３月現在，盲学校及び聾学校ではすべての学校に，

養護学校では約 98％の学校にコンピュータが設置されている。また，学習用ソフ

トウェアについても，市販のものや各学校が創意工夫して開発したものが整備さ

れてきており，盲・聾・養護学校における１学校当たりのソフトウェアの平均保

有本数も，約 27 種類・50 本となっている。 

盲・聾・養護学校における情報機器の活用は，例えば，盲学校における点字と

普通の文字との相互変換やネットワークを活用した点字情報の拡大，聾学校にお

ける発音の状態を画面に表示しての発音・発語の指導，知的障害養護学校におけ

るコンピュータ・グラフィックスによるアニメーションを取り入れた学習指導，

肢体不自由養護学校におけるコンピュータを活用したコミュニケーションの指導，

病弱養護学校におけるコンピュータ・シミュレーションを活用した体験学習等多

岐にわたっている。 

特殊教育の分野において，情報機器の効果的な活用は，幼児児童生徒の興味・

関心や学習意欲を高めるとともに，障害に基づく種々の困難の克服，各教科等の

学習の補完，情報活用能力の育成等に極めて有効であり，今後一層の積極的な活

用について工夫していく必要がある。 
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４ 特殊学級及び通級による指導の充実  

特殊学級は，障害の程度が比較的軽度な児童生徒に対し，障害の状態等に応じたき

め細かな教育を行うため，小学校及び中学校において特別に編制された小人数の学級

で，弱視，難聴，知的障害，肢体不自由，病弱・身体虚弱，言語障害及び情緒障害を

対象とした学級がある。特殊学級は，全国の小学校及び中学校の約半数に設置されて

おり，学級数は年々増加し，平成８年度では，約２万３千学級に６万６千人の児童生

徒が在籍している。 

また，通級による指導は，小学校及び中学校の通常の学級に在籍している軽度の障

害のある児童生徒のうち，障害の状態等に応じた特別な指導を一部必要とする者のた

めの教育形態として，平成５年度に新たに制度化された。通級による指導を受ける児

童生徒は急増しており，平成５年度の約１万２千人から平成８年度には２万人を超え

る状況となっている。 

平成８年度現在，盲・聾・養護学校の小学部及び中学部も含めた義務教育段階にお

ける特殊教育の対象者は，約 13 万５千人であり，特殊学級及び通級による指導の対

象者は，このうちの約 64％を占めている。  

（１）特殊学級の充実  

特殊学級の教育課程は，基本的には，小学校及び中学校の学習指導要領による

こととなるが，障害の状態等に応じた教育を行うため，特に必要がある場合には，

盲学校，聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領を参考とした特別の教

育課程を編成することができることとされている。 

現行の小学校及び中学校の学習指導要領においては，障害のある児童生徒など

については，児童生徒の実態に即した適切な指導を行う旨の規定がなされている

が，特殊学級に関する記述がないことから，特殊学級の指導についての全校的な

理解が得られにくい状況にある。このため，小学校及び中学校の学習指導要領に，

特殊学級に関する事項を明記し，児童生徒の障害の状態等に応じた指導の一層の

充実を図る必要がある。 

（２）通級による指導の充実  

通級による指導の対象となる児童生徒は，各教科等の指導の大半を通常の学級

で受けながら，障害の状態に応じた特別の指導を受けることとなるため，平成５

年度の制度化に伴い示された文部省告示（平成５年１月 28 日文部省告示第７号）

により，通常の学級の教育課程に加え，又はその一部に替えた特別の教育課程を

編成することができることとされている。また，同告示により，特別の指導に係
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る授業時数は，週当たり１～３単位時間を標準とし，当該指導に加えて各教科の

補充指導を行う場合には，おおむね週当たり８単位時間以内とされている。 

通級による指導については，個々の実態に応じた指導内容・指導形態が工夫さ

れてきているところであるが，対象となる児童生徒の急増やこれに伴う障害の状

態等の多様化に適切に対応していくためには，小学校及び中学校の学習指導要領

に，通級による指導に関する事項を明記し，児童生徒の障害の状態等に応じた指

導の一層の充実を図る必要がある。  

 

５ 交流教育の充実 

盲・聾・養護学校等の幼児児童生徒と，小・中学校等の幼児児童生徒や地域社会の

人々が，様々な機会を通じて共に活動し，互いに触れ合う交流教育は，すべての幼児

児童生徒の豊かな人間性や社会性を育成する上で大きな意義があるとともに，地域社

会の人々が，障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解を深める上でも

重要な活動となっている。 

このような交流教育の意義やその一層の推進については，平成８年７月の中央教育

審議会第一次答申においても提言されているが，本協力者会議も第一次報告において，

交流教育の意義を踏まえ，多様で継続的な交流教育の一層の推進や，教育課程上に位

置づけることの必要性などについて提言したところである。これを受け，平成９年度

から，すべての都道府県において「交流教育地域推進事業」が実施され，多様な交流

が展開されている。 

（１）小・中学校等の学習指導要領等における位置づけ 

交流教育の一層の充実を図るためには，小・中学校等における積極的な取組が

重要である。現行の幼稚園教育要領並びに小学校，中学校及び高等学校の学習指

導要領においては，盲・聾・養護学校の幼児児童生徒との交流については明確に

なっていないことから，これを明確に位置づけ，特別活動や総合的な学習の時間

（仮称）をはじめとした様々な教育活動の中で，盲・聾・養護学校の幼児児童生

徒との交流を推進する必要がある。 

また，小学校及び中学校の通常の学級と特殊学級との交流については，学校や

児童生徒の実態等を十分考慮し，可能な限り，各教科等における交流のほか，日

常の学校生活における様々な場面で交流が図られるよう配慮する必要がある。 
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（２）盲・聾・養護学校の学習指導要領等における位置づけ 

盲・聾・養護学校における交流教育の一層の充実を図るため，学習指導要領の

総則における交流教育の位置づけについて，現行の「指導計画の作成等に当たっ

て配慮すべき事項」としての示し方から，教育課程の編成に関して特に配慮すべ

き事項として「一般方針」に示すなどの見直しを行う必要がある。  

また，盲・聾・養護学校卒業後の社会生活を考慮し，現場実習などを通じた企

業等との交流，社会に貢献する活動を通じた交流など，地域における社会生活と

結び付いた活動への取組について配慮する必要がある。特に，完全学校週５日制

の実施に向けて，学校・家庭・地域社会が一体となった活動を充実・発展させて

いく観点からも，それぞれの地域において交流を深めるための更なる取組が強く

望まれるところである。  

なお，こうした交流教育が幅広くかつ無理なく継続的に実施することができる

よう，例えば，総合体育大会や文化祭を通じた交流，学校新聞の交換やパソコン

通信を活用した交流など，その実施方法について工夫する必要がある。 

 

II  教職員の資質の向上 

教育職員養成審議会は，平成９年７月 28 日に「新たな時代に向けた教員養成の改

善方策について（第一次答申）」（以下「教養審第一次答申」という。）を取りまと

め，これからの時代の教員に求められる資質能力とそのための教員養成カリキュラム

の改善や免許制度の弾力化を提言した。今後の教員養成課程は，時代の変化の中で大

きく変わろうとしている。 

その中にあって，幼児児童生徒の多様な障害の状態に対応して，個に応じた適切な

教育を行う必要がある特殊教育担当教員については，特にその専門性の確保が重要な

課題となっている。本協力者会議では，去る６月 20 日に，教養審第一次答申の取り

まとめに際して，同審議会に対し特殊教育を担当する教員等の養成関係に関して提言

を行ったが，今回第二次報告を取りまとめるに当たり，特殊教育をめぐる状況の変化

の中で特殊教育担当教員等の資質向上のために取り組むべき全般的な方策について，

以下に提言することとしたい。 

１ 現状と課題  

（１）特殊教育担当教員の養成・任用等の現状と課題  
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ア 盲・聾・養護学校の教員については，幼児児童生徒の障害の状態に即した教

育を行うため，小・中学校等に比べて，特別な専門性が要求されることから，

小・中学校等の教員のいわゆる基礎免許状に加えて，盲・聾・養護学校の学校

種ごとの特殊教育教諭免許状の所有が求められている（教育職員免許法第３条）。 

（なお，当分の間はこの特殊教育教諭免許状がなくても盲・聾・養護学校の教

諭となることができる特例（同法附則）が設けられている。）  

しかしながら，現状では盲・聾・養護学校の教員の特殊教育教諭免許状の保

有率は必ずしも高いとはいえない状況にある。  

その背景として，同一都道府県内における盲・聾・養護学校の数が少なく，

養成・採用の規模が小さいことや，その中で組織の活性化を図るために異校種

間の人事交流を行っていること，学校によっては，教科指導の水準を確保する

ため，広く基礎免許状のみを有する者の中からも優れた人材を求める必要があ

ること等の事情が考えられる。  

また，人事交流によって様々な得意分野をもった人材が盲・聾・養護学校に

配置されたり，また，小・中学校等に特殊教育の経験のある者が配置されるこ

とは，教育全体の水準の向上や活性化につながる側面もある。  

イ 特殊教育担当教員の資質は，幼児児童生徒に対する教育的愛情，人間の成長・

発達や障害についての理解，特殊教育に対する意欲等が基本であり，免許状の

所有のみをもって，その適性を一律に論ずることができないことはもとよりで

ある。  

しかしながら，小・中学校に比べて，特別の専門性を必要とする盲・聾・養

護学校の教育においては，基本的には，配置された教員に対し，その基礎的な

専門性の裏付けとなる特殊教育教諭免許状を有することを求めるべきと考える。  

このことは，盲・聾・養護学校の組織全体としての専門的力量を高めていく

上でも大切なことであり，このような考え方に立って，今後，盲・聾・養護学

校における特殊教育教諭免許状保有率の向上を図っていく必要がある。  

また，特殊学級担当教員については，法律上特殊教育教諭免許状の所有は求

められていないが，児童生徒の障害の種類・程度に即した教育の専門性を求め

られることは同様であり，担当する児童生徒の障害の種別に対応した特殊教育

教諭免許状の保有率の向上を図っていくことが望ましい。  
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（２）特殊教育の現職研修の現状と課題  

ア 特殊教育を担当する現職教員の専門性を向上させるため，国立特殊教育総

合研究所は，特殊教育指導者に対する長期・短期の研修や新たな諸課題に対

応する講習会を開催している。 

また，大学は，現職教員の専門性を高める内地留学生の受け入れや，より

上級の免許状の取得を可能にする認定講習の開催等を行っている。 

都道府県は，近年の特殊教育を取り巻く諸課題に対応した各種の研修会を

実施するとともに，免許状取得のための認定講習を開催している。この場合，

きめ細かく認定講習を開催し，３年程度で免許状を取得できる県もあれば，

特殊教育に関する認定講習の講座の開催数が少ない県も多く，中には免許状

取得に 10 年近くを要するような場合も見受けられる。  

イ このような現状を改善するため，国立特殊教育総合研究所や教員養成大学

等は，引き続き専門性の高い研修の充実を図るとともに，特に都道府県単位

では対応することが困難な研修について，積極的に企画，実施していく必要

がある。  

また，認定講習等が教員の需要に十分応えられていない都道府県にあって

は，その拡充を図る必要がある。  

さらに，今後は放送メディア等を活用した通信教育や情報ネットワークを

活用した研修等を奨励，助長するなど，新たな研修機会の拡充についても検

討する必要がある。  

（３）特殊教育をめぐる状況の変化に対応した教員の資質向上の課題 

特殊教育担当教員の資質については，上記のようにそれぞれの学校種に応じた

教員免許状を取得することにより，基礎的な専門性を確保する必要があるが，こ

れとともに，特殊教育をめぐる今日的な諸状況を踏まえ，次のような課題に対応

した教員の養成・研修制度の改善を図る必要がある。 

(1) 障害の重度・重複化への対応  

重度・重複障害の幼児児童生徒が増加していることに対応し，複数の障害に

対応した専門性を習得することができるよう養成課程の改善を図るとともに，

重複障害の幼児児童生徒の指導に当たるための研修の充実を図る必要がある。

また，重度・重複障害の幼児児童生徒に対する実践的指導力を向上するため，
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担当者の学校内外の相互研修や医療・福祉施設における実地研修等の機会を積

極的に設けていく必要がある。 

(2) 早期からの適切な教育の充実  

第一次報告で述べたように，障害のある乳幼児及びその保護者に対し，育児

の悩みなどの相談に応じたり，養育上の指針を助言するための教育相談の機能

を充実していく必要がある。就学前の早期からの教育相談を適切に行うために

は，学校の教育相談体制の整備，医療・福祉機関との緊密な連携を図るととも

に，幼稚部担当教員や教育相談担当教員の資質向上を図るための多様な研修の

機会を設ける必要がある。 

(3) 雇用環境に対応する職業教育の充実 

「障害者対策に関する新長期計画」や「障害者プラン」等においてノーマラ

イゼーションの理念が示され，社会全体の障害者雇用に対する理解は広く浸透

しつつある。「障害者の雇用の促進等に関する法律」において，障害者雇用率

の算定基礎として知的障害者も含まれることになるなど，近年，障害のある者

の雇用環境は大きく前進してきているといえる。  

他方，科学技術の高度化や，従来障害者が担っていた職種への健常者の進出

等の状況の変化の中で，障害者が社会的に自立していくためには，新たな職域

の開拓等も求められている。このような状況の変化に対応するため，社会人講

師の確保等多様な教員の養成・確保や，教員の職業教育や進路指導にかかわる

指導力の向上を図る必要がある。 

(4) 特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性の向上  

現在，特殊学級及び通級による指導の担当教員のかなりの割合の者が特殊教

育教諭免許状を有しない状況に鑑み，新任の担当者に対する事前研修の実施や，

特殊教育教諭免許状の取得に向けた養成・研修の充実を図る必要がある。  

また，言語障害教育や情緒障害教育の専門性を確保するための養成・免許制

度の在り方についても検討する必要がある。 

(5) 盲・聾・養護学校の養護教諭の資質の向上  

小・中学校等においても，ヘルスカウンセリング能力等，養護教諭の資質向

上の問題が教育職員養成審議会等で取り上げられているが，盲・聾・養護学校

では，心身の健康管理等に特別の配慮を必要とする幼児児童生徒が多く，特に
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最近は，障害の重度・重複化が一層進んでいることから，このような状況に応

じた養護教諭の資質向上策を講じる必要がある。 

(6) 管理職の専門性の向上 

盲・聾・養護学校や特殊学級を設置する小・中学校の校長・教頭には，管理

職としての資質とともに，特殊教育についての知識や経験を有し，その教育の

充実のために適切な指針や助言を与える指導力が求められる。 

このため，特殊教育教諭免許状の保有者等の経験者の配置に配慮するととも

に，特殊教育の経験のない新任管理職を対象とした研修の充実を図る必要があ

る。  

 

２ 特殊教育担当教員の養成・免許制度の改善  

（１）養成・免許制度の改善内容  

特殊教育担当教員の養成制度の改善項目については，前述のとおり本協力者会

議から今年６月に教育職員養成審議会に提言を行い，教養審第一次答申において，

その多くが反映されたところである。今回の教養審第一次答申の提言内容と，そ

れを受けて今後取り組むべき課題等について整理すると，次のとおりである。 

(1) 盲・聾・養護学校の教諭免許状の複数取得を容易にするための改善 

近年，盲・聾・養護学校においては，複数の障害を併せ有する幼児児童生徒

が増加してきており，複数の障害に対応した専門性と実践的指導力を備えた教

員の養成・確保が緊急の課題となっている。  

このため，異なる学校種の教諭免許状の複数取得を容易にする観点から，教

養審第一次答申では， 「（教育職員免許法）施行規則第 7条表のうち第一欄

については盲・聾・養護学校教諭の免許状取得に当たり共通に認められる科目

とする」と提言された。 

今後，この提言に沿った制度改正を図るとともに，大学等が採用側等の要請

を踏まえて，科目内容の改善や学部の教育と連動した修士課程での養成カリキ

ュラムの改善を図ることを望みたい。また，盲・聾・養護学校の教諭免許状の

複数取得や，上級免許状の取得が促進されるように，大学における特殊教育内

地留学生の積極的な受け入れや，大学や都道府県等による認定講習の一層の拡

充が望まれる。  
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(2) 盲・聾・養護学校において知的障害者及び知的障害を併せ有する者を教育

する場合の基礎免許状における制限の緩和 

知的障害者及び知的障害を併せ有する者の教育については，学習指導要領上，

児童生徒の実態に即した教育課程が編成できるよう各種の特例が定められてい

るとともに，実際の授業でも，各教科・領域を合わせた指導などの総合的な学

習の形態がとられていることが多い。しかし，現行の教育職員免許法では，盲・

聾・養護学校の教員は，中学部・高等部に対応する中学校・高等学校の「基礎

免許状」を有する者でなければならないとされているため，例えば，高等学校

の基礎免許状を取得するために大学で履修した高等学校の各教科の目標・内容

と，生徒の実態に応じた指導内容の差異が極めて大きいものとなっている。  

こうした状況を踏まえて，教養審第一次答申では，「知的障害や知的障害を

併せ有する重複障害に係る国語，社会，数学等いわゆる一般教科の扱いについ

ては，基礎免許状による担当部・担当教科の制限を撤廃する」こととされた。  

また，「養護訓練を含む特殊教科については，いわゆる基礎免許状の制約が

ない」ことの位置づけを明確にすることが提言された。  

この制度改正は，知的障害や重複障害のある児童生徒の教育に専門性を もっ

た教員を弾力的に配置することを可能にする画期的なものであるので，各学校

の実態を踏まえて，より適切な教育が行われるようこの制度の活用が望まれる。  

(3) 特別非常勤講師制度・特別免許状制度の活用  

近年の社会情勢や雇用環境の変化，生徒の実態の多様化等に鑑み，盲・聾・

養護学校での職業教育の重要性が増してきている。このような状況を踏まえ，

高度な知識・技術あるいは豊かな経験等のある社会人を活用することにより，

生徒の職業能力の向上を図ることの必要性が高まっている。  

また，盲・聾・養護学校においては，児童生徒の障害の状態に応じ，様々な

教育の場面において，専門の医師や専門家などによる適切な指導を行ったり，

成人障害者及び卒業生から，その社会的自立の体験を学ぶ機会を増やすなど，

特別非常勤講師制度や特別免許状制度を広く活用することが望まれる。  

このため，教養審第一次答申では，社会人を活用する観点から，現在，盲・

聾・養護学校において，理療，養護・訓練等の特殊の教科について認められて

いない特別非常勤講師制度を「全教科に拡大する」とともに，一部の教科につ

いて適用がなかった特別免許状制度についても，同様に「全教科に拡大する」

ことが提言された。  
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今後，この提言の趣旨に沿った制度改正がなされた際には，職業教育や養護・

訓練等様々な教科等で，社会人や医療・福祉等の専門家を積極的に活用して，

学校全体の指導力を強化していくことが望まれる。  

(4) 職業に関する教科の位置づけ  

障害のある生徒の社会的・職業的自立を図ることは極めて重要な課題である

が，この中にあって，現在国家資格を取得することができる職業学科は大きな

役割を果たしている。  

このため，国家資格を取得できる新たな職域の開拓や盲・聾・養護学校高等

部における職業教育のための資格を有する教員の適正な配置が必要である。  

しかし，例えば，盲学校の高等部専攻科における「理学療法科」は，理学療

法士養成施設（理学療法士及び作業療法士法第 ll 条第１号）として指定を受け

る必要があるが，理学療法士の資格と高等学校の教諭免許状の両方を有する者

は極めて少数であり，その教員の確保が大きな課題となっている。  

こうした状況に対応するため，教育職員免許法施行規則第 63 条第４項に，「理

学療法」等の特殊教科を新たに設けることで，理学療法士の資格を持った者が，

その専門性に対応した教諭免許状を比較的容易に取得できるようにする必要が

ある。  

（２）今後さらに検討すべき課題  

(1) 総合免許状の検討  

現行の特殊教育に係る免許制度は，視覚障害に対応した盲学校教諭免許状，

聴覚障害に対応した聾学校教諭免許状，知的障害，肢体不自由，病弱という３

種類の障害に対応した養護学校教諭免許状の学校種ごとの免許状になっている。

しかし，特に近年，幼児児童生徒の障害の重度・重複化，多様化が急速に進ん

でいることから，各障害種別に対応した専門性を確保しつつ，多様な障害へ対

応することが可能となる総合的な専門性が求められている。  

この点については，既に昭和 62 年の教育職員養成審議会答申でこの学校種ご

とに定められている免許を「総合免許状」として一本化することが今後の検討

課題とされたところである。  

この総合免許状の在り方を検討するに当たっては，免許基準（科目，単位数

等）をどう定めるか，大学の学部及び修士課程での養成をどうするか，特殊学
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級担当教員にまで保有を求めるか等の検討すべき様々な課題があり，これらを

含め，今後，関係団体・機関等において，検討を進める必要がある。  

(2) 特殊学級，通級による指導の専門性確保のための養成・免許制度の対応  

特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性の確保は重要な課題である

が，特に，現行の学校種ごとの教諭免許状の区分と完全には対応していない言

語障害，情緒障害の指導の専門性の確保については，これまで主として研修制

度によって対応してきており，養成・免許制度の側面からの検討は必ずしも十

分なされてこなかった。 

このため，前述の総合免許状の制度化の検討との関連を図りつつ，軽度の障

害のある児童生徒に対する指導の専門性の在り方について，さらに検討する必

要があると考える。  

 

３ 特殊教育担当教員等の専門性確保のための採用・研修・配置の改善 

（１）特殊教育担当教員の採用・研修・配置の改善方策 

特殊教育担当教員は，基礎免許状に加えて特殊教育教諭免許状を有することが

原則とされているが，人事交流の要請や教科教育の必要性から基礎免許状のみを

もつ者もかなり見られる状況にあること，他方，盲・聾・養護学校における専門

的力量を高めていくためには，基礎的な専門性の裏付けとなる特殊教育教諭免許

状の保有率を向上させる必要があることは，１の（１）で述べたとおりである。 

このような認識の下に，養成課程で特殊教育を修めた者の専門性を評価した教

員採用，現職研修による特殊教育教諭免許状取得の促進，人事配置等の配慮や管

理職の専門性の向上等，採用，研修，配置等を通じ，以下のような対策を講じて

いく必要があると考える。  

(1) 採用における対策 

採用に関しては，養成課程で特殊教育について専門的に修め，特殊教育担当

教員としての基本的な資質を有している者を採用していくことに意を用いてい

く必要がある。  

現在，特殊教育担当教員の採用に関し，全国の６割を越える都道府県におい

ては，小・中学校等の教員とは別枠で試験等を行っている。 
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しかしながら，このような場合であっても，受験資格上特殊教育教諭免許状

の保有を要件にしなかったり，試験内容も小・中学校等の教員採用試験と同内

容としていたりするなど，必ずしも養成課程で修めた専門性が適切に評価され

る仕組みとはなっていないところもある。 

特殊教育について，養成課程で専門的に修めた者の資質が的確に評価される

仕組みを整えた別枠試験等を行うことが，専門性を有する特殊教育担当教員を

確保する有効な方策となると考える。  

(2) 研修における対策  

研修に関しては，学校種に対応した特殊教育教諭免許状をもたない教員であ

っても，採用後一定期間（例えば５年間）内に，できるだけ当該免許状を取得

できるようにしていくことが望ましい。  

特殊教育教諭免許状の保有率の高い県では，きめ細かく認定講習を開催し，

早ければ３年程度で免許状が取得できるが，他方，都道府県主催の特殊教育に

関する認定講習を年間３講座以下しか開催していない県が半数以上を占め，免

許状取得に 10 年程度かかるところもあるなど，都道府県によりその対応には大

きな差異がある。  

このため，各都道府県では，一定期間内に必要単位数を取れるだけの認定講

習の開催に努めるとともに，都道府県単位では，開催に必要な希望者数が集ま

りにくかったり，講師の確保が難しいような講座については，国立特殊教育総

合研究所の短期研修を活用したり，ブロック単位で複数県が持ち回りで研修機

会を確保する等の方策を立てることも有効である。  

さらに，将来的には，放送大学等の通信教育やマルチメディアを活用するこ

と等により講習の機会を確保する方策も検討するべきと考える。  

(3)人事異動上の配慮  

人事異動については，特殊教育に意欲があり，優れた実践的な指導力をもつ

教員を，他の障害種別の学校や通常の学校から人事交流することは，多様な知

識や経験の交換と組織の活性化にとって望ましいことであるが，特殊教育の指

導分野のリーダーの確保や，教員が実践的な指導力をつけるためには，それぞ

れの教員の意欲，適性を勘案しながら，人事異動のサイクルの弾力的な取扱い

についても考慮していく必要がある。  

盲・聾・養護学校と特殊学級及び通級による指導の担当教員の人事交流につ

いては，設置者が異なることから，各都道府県の人事方針によってはそうした
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交流が行われていないところもある。しかしながら，特殊学級及び通級による

指導の担当教員の資質の向上及び盲・聾・養護学校の活性化を図るためにも，

各都道府県において，相互の適切な人事交流を推進していくことが望まれる。 

 

(4) 管理職の配置  

盲・聾・養護学校の管理職の人事については，円滑な学校運営と教育活動を

図るため，管理職としての力量はもとより，特殊教育についての専門性をもっ

た者を配置することが望まれる。このため，教頭の資格に原則としてそれぞれ

の学校の教諭免許状の保有を求めている学校教育法施行規則第10条の趣旨に則

り，教頭には特殊教育教諭免許状を有する者を充てるようにしていく必要があ

る。また，このような人材を求められない場合でも校長を含む管理職の人事配

置に当たり，できる限り特殊教育に関する知識と経験を有する者を配置するよ

うな配慮が望まれる。  

（２）障害の重度・重複化に対応した養護教諭の配置  

盲・聾・養護学校の幼児児童生徒については，きめ細かな健康管理や保健指導

が特に必要とされるが，近年の障害の重度・重複化の傾向の中でその必要性はま

すます高まっている。特に，病弱養護学校や肢体不自由養護学校等，医療と密接

に関連していたり，障害の重い幼児児童生徒の健康管理に関して特段の医学的知

識や救急措置等の専門技術的対応が求められることが多い場合にあっては，看護

婦免許を有する養護教諭を配置することや，その研修の在り方について検討する

必要がある。  

 

４ 現職研修の改善  

特殊教育担当教員の現職研修については，３で述べたように認定講習の量的整備を

図るとともに，幼児児童生徒の障害種別に配慮した教科指導や養護・訓練等の指導力

の向上を図る研修の質的整備が望まれるが，さらに１の（３）で述べた特殊教育担当

教員の資質向上の課題に対応した現職研修の今後の改善方策について述べると，次の

とおりである。  

（１）障害の重度・重複化への対応 

ア 重度・重複障害の幼児児童生徒の増加に対応するため，ほとんどの都道府県

で訪問教育担当教員の研修を実施するとともに，全国の約３分の１の都道府県
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が複数の障害に関する研修の受講を奨励し，約３分の２の都道府県では「重複

障害児の指導」を内容とする研修を開設している。 

イ 今後とも重度・重複障害に関する研修の充実が望まれるが，その内容として

は，(1)個別の指導計画，(2)実態把握の方法，(3)指導技術，(4)障害に対応し

た配慮事項を重視する必要がある。  

ウ ー部の都道府県で医療・福祉施設における救急対処法や介助法等についての

実地研修を，教職員に対して行っているが，今後とも，障害の重度・重複化に

対応するためには，このような研修の充実が望まれるところである。  

（２）幼稚部教育及び早期からの教育相談機能の充実への対応 

ア 適正な就学指導を行うための就学指導担当者の研修は，全国の約３分の２の

都道府県が実施するとともに，幼稚部教諭の研修は 11 県が，医療・福祉関係者

との合同研修・研究会は８県が実施している。他方，早期からの教育相談担当

者の研修については４県の実施に止まっている。  

イ 特に，早期からの教育相談機能の充実を図るため，その担当職員の専門性を

向上させる研修の充実が求められるが，その他，幼稚部から就学指導につなが

る担当者の専門性を確保するとともに，障害のある乳幼児の医療福祉を担当す

る医療・福祉機関との間で，障害のある者の立場に留意した早期相談や就学指

導が行われるよう，これらの担当者の研修の充実が必要である。 

（３）雇用環境に対応する職業教育の充実の必要性 

ア 雇用環境に対応した職業教育や進路指導担当者の研修については，全国の都

道府県のうち 15 県で職業教育の研修を実施し，13 県で生徒の就職先の企業，医

療・福祉施設での実地研修を実施し，18 県で高等学校の進路指導担当者向けの

研修や労働機関の研修への参加を奨励している。 

イ 今後とも，職場に円滑に適応するための職業人としての基礎や新たな職域に

対応した能力を生徒に身に付けさせる実践的な指導力を高める研修の充実や，

教員の長期社会体験研修制度の活用を図るとともに，専門高校の教員を対象と

する研修や労働関係機関の研修等，関連する外部の研修への参加を積極的に奨

励する必要がある。また，生徒の現場実習実施事業所や医療・福祉施設におけ

る実地研修等を通じて，生徒の実態に合った職務内容の分析や，職場がどのよ

うな能力を求めているかを知る機会を充実することが望まれる。  
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なお，公共職業安定所との連携を図りつつ新たな職域の開拓を進めるととも

に，地域の障害者職業センター等と協力して生徒の障害の実態等に沿った職務

内容の分析等の研究を進めることも重要である。  

ウ また，２で述べたように，特別非常勤講師制度や特別免許状制度による社会

人の活用が望まれるが，これらの人々の中で，必ずしも十分に特殊教育の知識，

経験を有していない者には，特殊教育の基礎知識を身に付けさせる研修の受講

を奨励することが望ましい。  

（４）特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性の確保  

ア 特殊学級及び通級による指導の担当教員に対しては，ほとんどの都道府県で

特殊教育センター等における都道府県主催の研修が実施されているか，全国の

都道府県のうち 20 県では，市町村等の地域単位の授業を中心とした指導法・教

材開発等の研究会を実施し，10 数県では特殊学級と盲・聾・養護学校の間で連

携して児童生徒の指導法等に関する共同研究会を開催するとともに研修・人事

交流等の面で様々な連携を図っている。 

イ 今後とも，特殊学級及び通級による指導の担当教員の専門性向上のための研

修の充実に努めるとともに，盲・聾・養護学校が周囲の特殊学級等に対して，

教員の専門知識や教材の提供，合同研修の場の提供等，地域の特殊教育のセン

ター的な機能を果たしていくことが望まれる。  

（５）校内研修・通常の学級との合同研修の推進 

ア 盲・聾・養護学校及び特殊学級担当教員等の専門性を高めていくためには，

各学校における校内研修の恒常化が重要である。既に，児童生徒の実態把握，

児童生徒理解，各教科等の指導法，交流教育の効果的な実施等についての研修

が進められているが，児童生徒の障害の重度・重複化，多様化等の変化，個に

応じた指導の一層の充実，国際化・情報化等の新たな課題への対応など，教員

として求められる資質の内容の変化に対応した研修の充実を図る必要がある。  

イ 特殊学級及び通級による指導の担当教員の資質の向上を図るためには，通常

の学級を担当する教員と共同の校内研修に積極的に参加し，児童生徒理解，授

業研究，各教科の指導法，障害のある児童生徒に対する理解啓発などを進める

とともに，特に，個に応じた指導の充実について研修を深めることが重要であ

る。 

また，このことにより，通常の学級を担当する教員の交流教育に対する理解

や，特殊学級及び通級による指導に対する学校全体の支援体制が確立されるこ

とが望ましい。  
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（６）管理職の専門性の確保  

ア 特殊教育について未経験で管理職に就く者を対象とした研修は，国立特殊教

育総合研究所における「新任特殊教育諸学校等校長・教頭講習会」の実施や，

文部省と国立教育会館の共催の「全国特殊学級設置学校長等研修」の実施によ

り，大きな成果を上げてきている。また，全国の約半数の都道府県で新任管理

職向けの研修を実施している。  

イ 今後とも，これらの新任管理職向けの研修の充実を図る必要があるが，各都

道府県においては，特に，全小・中学校数の約半数にも上る特殊学級設置校に

ついては，新任の管理職に対する研修や研究会の機会を提供することが必要で

ある。  

ウ また，盲・聾・養護学校の校長・教頭が市町村の校長会へ参加することや，

地域の小・中学校の管理職との合同研修を開催することを奨励するなど，相互

の連携・協力による研修の機会の充実を図ることも望まれる。  

（７）情報化の進展に対する対応  

ア 近年の急速な情報化の中で，情報機器や通信ネットワークの教育への活用が

求められている。教養審第一次答申においても，「情報機器の操作」がすべて

の教員の養成課程において必修化されることとなった。特に，特殊教育につい

ては，障害に基づく種々の困難の克服，各教科等の学習の補完，情報活用能力

の育成において，情報機器の活用は大きな可能性を有している。  

イ したがって，現職研修においても，特殊教育担当教員の情報機器活用能力を

向上させることは重要なことと考える。現在，国立特殊教育総合研究所におい

て教育工学関連の研修が行われているほか，全国の８割強の都道府県において

情報関連の研修が行われているが，今後ともこのような研修の一層の充実を図

る必要がある。  

なお，教員の指導力の向上を支援するため，国立特殊教育総合研究所におい

て実施されている教育ソフトウェアの開発や研究成果の普及，特殊教育に関す

る実践的研究，現職研修，教育相談等に関する情報の収集と提供等の条件整備

を，今後とも推進していく必要がある。 

また，都道府県の特殊教育センターにおいても，情報通信機器の充実を図る

とともに，特殊学級等の個々の担任の指導法の悩みに対してインターネット.フ

ァクシミリ等を利用した相談や情報提供を行う等，情報機器を活用した教員に

対する支援機能の充実が図られることが望まれる。  
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さらに，将来的には認定講習や各種講習会の研修の手段として，衛星通信，

情報ネットワーク，マルチメディア等の活用を図ることを検討する必要がある。  

 

５ 小・中学校等の教員の特殊教育に関する学習・研修の充実 

（１）小・中学校等の教員が特殊教育について学習・研修することの意義 

盲・聾・養護学校等では，在学している幼児児童生徒の障害の状態，発達段階，

特性等が一人一人異なつていることから，きめ細かな実態把握に基づき，綿密な

指導計画を作成し，個別指導を積極的に取り入れた教育を行っている。このよう

な個に応じた指導は，教育の基本ともいうべきものであり，小・中学校等の教育

においても，今後，特に重視されなければならない。  

また，小・中学校等の通常の学級と盲・聾・養護学校や特殊学級との交流は，

すべての幼児児童生徒にとって大切であり，今後積極的に進めていかなければな

らない。このため，小・中学校等に配置されている養護教諭を含むすべての教員

が，特殊教育について幅広く学習・研修することが求められている。  

（２）小・中学校等の教員の養成課程における特殊教育に関する学習 

（１）で述べたとおり，教員を目指す者すべてが特殊教育に関して学習し盲・

聾・養護学校の教育現場を体験する必要がある。 

このような考え方に立って，教養審第一次答申においては，特殊教育に係る内

容をすべての小・中学校等の教員の養成課程において必修とするとともに，盲・

聾・養護学校において教育実習の一部を実施することの意義が示されているとこ

ろである。  

また，去る６月には「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職

員免許法の特例等に関する法律」が成立し，教員を志す者は，盲・聾・養護学校

や社会福祉施設で一週間程度の介護・交流等の体験が義務づけられることになっ

た。この制度は平成 10 年度から施行されるが，介護・交流等の体験のうち一定期

間は，盲・聾・養護学校において特殊教育に関した体験をすることが望ましく，

盲・聾・養護学校においては，積極的にこのような実習や介護・交流等の体験を

行おうとする者を受け入れていく必要がある。 

教育職員養成審議会では，今後養護教諭の養成課程の在り方について検討する

予定であるが，養護教諭についても同様に，特殊教育に係る内容が養成課程に盛

り込まれることが望ましい。 
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（３）小・中学校等の教員の特殊教育に関する研修の受講奨励 

障害がある幼児児童生徒や特殊教育に関する正しい理解が得られるように，既

に全国の約７割の都道府県において，小・中学校等の教員が，特殊教育担当教員

向けの研修に参加できるようにしており，９県においては通常の学級を担当する

教員向けに特殊教育の関連講座を開設している。  

今後とも，より多くの都道府県で，このような研修を充実することが望まれる。  

 

III 今後の課題 

以上特殊教育に関する教育課程の改善と特殊教育担当教員の資質の向上について

提言したが，その他，特殊教育制度全般を通じて，今後の課題となると考えられるこ

とについて，３点述べることとしたい。 

１ 学習障害児への対応 

ア 学習障害（ＬＤ）のある児童生徒の指導については，平成７年３月に「学習

障害及びこれに類似する学習上の困難を有する児童生徒の指導方法に関する調

査研究協力者会議」が中間報告をまとめ，学習障害の定義や基本的な指導の在

り方等を発表した。その後も，理解啓発リーフレットや通常の学級における指

導用冊子を配布したり，国立特殊教育総合研究所で学習障害児等指導者講習会

を開催している。 

イ 現在のところ，その明確な障害像や診断方法，望ましい指導方法等について，

必ずしも十分明らかになってはおらず，なお研究すべき課題が多い。今後とも，

これらの研究を推進しつつ，より多くの小・中学校等の教員に対し，理解・啓

発を図る努力を続けるとともに，適切な授業の形態や教育の場の在り方につい

て，引き続き検討する必要がある。  

２ 完全学校週５日制施行に向けた家庭や地域社会との連携  

ア 障害のある幼児児童生徒の生きる力をはぐくみ，社会の一員として主体的に

活動できるように育てていくためには，学校，家庭及び地域社会が一体となっ

た取組が重要であり，このことは，将来，完全学校週５日制を実施する上でも

極めて重要なことと考える。 

イ 完全学校５日制については，その円滑な施行に向けて，学校と家庭や地域社

会との連携・協力の在り方を引き続き検討する必要がある。特に，盲・聾・養
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護学校の幼児児童生徒は，ともすれば地域の同年齢の幼児児童生徒とのつなが

りが希薄になりがちであることから，特に十分な配慮と対応が必要と考える。  

このことから，現在でも土曜日や休日におけるスポーツ，文化活動のための

スクールバスや指導員の確保等が地方交付税により行われるとともに，ウィー

クエンド・サークル活動推進事業や学校開放事業等による社会教育，学校教育

等の対応が行われているが，今後，その一層の充実が求められる。  

また，重度・重複障害の幼児児童生徒の休日における対応については，医療・

福祉等の関係機関との連携が特に必要である。 

 

３ 労働，医療，福祉関係機関との連携の強化 

ア 障害のある子供たちの社会的自立を図っていくためには，労働・医療・福祉・

教育関係機関の相互の連携が必要である。  

例えば，就学前においては，教育，医療及び福祉の各分野で行われている早

期相談の担当者相互の連携を図ることが考えられる。 

学校教育の各段階においては，障害が極めて重度な重複障害児に対する医療

的ケアを含む適切な療育の在り方についての検討や，在学する幼児児童生徒の

二一ズに応じた福祉サービスに関する情報の提供のために，医療，福祉関係機

関との連携を図ることが考えられる。  

卒業期においては，生徒の社会的自立を図るために，企業等が求めている基

礎的な職業的能力や，新たな職業能力を育成するための職業教育の改善と進路

指導の充実，卒業後円滑に社会生活を営むことができるようにするための追指

導の充実等に関して，労働・福祉関係機関との連携を図ることが考えられる。  

さらに，卒業後の生活をより豊かなものにする生涯にわたる学習機会の提供

等のために，各種機関との連携を図ることも考えられる。  

このようにいろいろな段階で，他の様々な分野との連携を図り，障害のある

者の立場に立った総合的なサービスを提供できるようにしていくことが重要で

ある。  

今後，このような観点から，国，地方の各段階において，教育と労働，医療，

福祉等の関係機関が，それぞれ有している施策と資源を提供し合い，十分な連

絡・連携を図っていく必要がある。  



34 
 

イ このため，今後，国においても，関係省庁の連携の下に特殊教育と福祉・医

療の望ましい連携・協力に関する実践的研究を行ったり，時代の変化に対応し

て新たな職域開拓に向けた職業教育の在り方の調査・研究などに積極的に取り

組んでいくことが必要であると考える。 
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